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告 示■

◎群馬県告示第４５号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県館林土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成３０年２月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の 路線名 区 間 変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

県道 山王赤生田線 館林市当郷町７２番地先から同市楠町 前 ８．２～１５．０ ８７．０
３７６３番の２地先まで

後 ８．２～１５．０ ８７．０
０．０～４５．１ １１０．０

◎群馬県告示第４６号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県館林土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成３０年２月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間 供用開始の期日

種 類

県道 山王赤生田線 館林市当郷町７２番地先から同市楠町３７６３番の２地 平成３０年３月１日
先まで

◎群馬県告示第４７号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県館林土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成３０年２月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の 路線名 区 間 変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル
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県道 館林藤岡線 館林市若宮町２６８９番の１地先から 前 １１．２～１１．７ ２６５．０
同市同２７５８番の１地先まで

後 １１．２～１４．１ ２６５．０

◎群馬県告示第４８号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県館林土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成３０年２月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間 供用開始の期日

種 類

県道 館林藤岡線 館林市若宮町２６８９番の１地先から同市同２７５８番 平成３０年３月１日
の１地先まで

公 告■

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定による特定非営利活動法人の設立の認証

の申請があったので、同条第２項の規定により、次のとおり公告する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から１月間、同項に規定する定款等の書類を群馬県生活文化スポーツ

部県民生活課において縦覧に供する。

平成３０年２月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 申請のあった年月日 平成３０年２月１５日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人あんしん終活サポートはっぴぃえんど

３ 代表者の氏名 川勝敏弘

４ 主たる事務所の所在地 前橋市大手町二丁目５番２号

５ 定款に記載された目的 この法人は、広く一般市民を対象に高齢者並びに生活弱者など、支援を必要とする人

々に対して、住まいや日常生活での支援サービス・困りごとや相談などを通じて、コミュニティネットワークを

構築したり、人権擁護に関する支援事業を行い、人々が健やかに安心して暮らせる地域社会をつくり、福祉の増

進に寄与することを目的とする。

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第３項の規定による特定非営利活動法人の定款の変更

に係る認証の申請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定により、次のとおり公告

する。
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なお、同項の規定により、申請のあった日から１月間、申請に係る変更後の定款を群馬県生活文化スポーツ部県

民生活課において縦覧に供する。

平成３０年２月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 申請のあった年月日 平成３０年２月１６日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人ゆきの会

３ 代表者の氏名 間々田剛

４ 主たる事務所の所在地 邑楽郡大泉町城之内五丁目１４番１５号

５ 定款に記載された目的 この法人は、幼児、虚弱老人、知的障害者（児）、身体障害者（児）の保育、介護、

またその家族の手助け、援助を行う事業を行い、社会福祉に寄与することを目的とする。

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第１０条第１項の規定により長

野堰土地改良区の土地改良事業計画の変更を平成３０年２月１６日に認可したので、同法第４８条第１１項の規定

により公告する。

平成３０年２月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第１０条第１項の規定により松

義台地土地改良区の土地改良事業計画の変更を平成３０年２月１６日に認可したので、同法第４８条第１１項の規

定により公告する。

平成３０年２月２７日

群馬県知事 大 澤 正 明
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